
※現地より通報出来ない場合は安全統括管理者が通報

　　

　　

　※第１報後も把握した情報を速やかに報告

【第１報告事項】

【第１報告事項】
①事件種別（特定重大事件のみ）　②事件の概要　②被害の概要　④事業者名　⑤事業形態　⑥発生日時　⑦発生場所
⑧被害車両の情報　⑨警察への届出の有無及び警察への対応状況　⑩情報入手先　⑪その他把握している事項　⑫今後の対応
⑬緊急連絡担当者及び連絡先　　　※第１報後も把握した情報を速やかに報告

○重大事件予告時の報告事項

①事業者名　②受信日時･受信者・受信方法・受診回数等　③予告日時・場所・受信内容　④情報入手先　
⑤警察の届け出の有無及び対応状況　⑥その他把握している事項　⑦緊急連絡担当者名及び連絡先　⑧今後の対応

○重大事故・特定重大事件及び重大事件の報告事項

速報対象となる重大事件
以下の事件が発生した場合
１．乗客、乗員に死者が出た事件
２．乗員による乗務中の暴行事件
３．その他報道機関などから取材、問い合わせを受けた事件又は報道のあった事件であって、運行の安全に支障を及ぼす、
　　又は及ぼすおそれのあるもの

速報対象となる重大事件の予告

　特定重大事件又は重大事件に係る予告電話、インターネットへの書き込みその他の予告行為

報 告 事 項

①事業者名　②事業形態　②発生日時　④発生場所　⑤事故車の登録番号　⑥死者数、重傷者数及び負傷者数　⑦事故概要
⑧情報入手先　⑨その他判明している事項　⑩緊急連絡担当者名および連絡先　　※第１報報告後の追加情報も速やかに報告

５．乗客、乗員、その他を問わず１０名以上の負傷者（重傷、軽傷を問わず）を生じた事故
６．転覆、転落、火災（積載物品の火災を含む）を起こし、又は鉄道車両（軌道車両を含む）と衝突若しくは接触した事故
７．飲酒又は酒気帯びによる運行
８．自然災害に起因する可能性のある事故
９．健康起因による事故
１０．その他社会的影響が大きいと認める事故（例：報道機関による報道があったとき又は取材を受けたとき）

速報対象となる特定重大事件

１．バスジャック
２．施設の不法占拠
３．爆弾又はこれに類するものの爆発
４．核・放射性物質、生物剤又は化学剤の散布

４．乗客、乗員、その他を問わず５名以上の重傷者を生じた事故
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各営業所　所長

群馬県バス協会 埼玉県バス協会
027-261-2072 048-824-5539

速報対象となる事故

次のいずれかに該当する自動車事故。
１．乗客に１名以上の死者又は行方不明者を生じた事故
２．乗客に５名以上の負傷者を生じた事故
３．乗客、乗員、その他を問わず１名以上の死者を生じた事故
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現　場　乗　務　員 報 道 関 係 取 扱 旅 行 業 者

＜自動車事故・事件・テロ行為緊急連絡体制＞

現地の警察・消防等 貸切営業部長 貸 切 営 業 課 被災者ご自宅

＜現場出動＞


